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茂原市農業委員会第６回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和５年５月１０日（水） 午後１時３０分から 

 

２ 開催場所  茂原市役所１０２会議室 

 

３ 出席委員   １３名 

     １番 齋 藤 輝 児          ２番 小 川 克 巳 

     ３番 糸 久 敏 秀          ４番 蒔 田 定 雄 

５番 中 村 正 明          ６番 小 髙 一 夫 

     ７番 光 橋 正 人（第二小委員長）  ８番 八 角 徳 政（第一小委員長） 

  ９番 杉 浦 文 子（第二副小委員長）１０番 秋 葉 仁 喜（会長職務代理者） 

    １１番 鬼 島 一 郎（会  長）   １２番 浦 島 京 子（第一副小委員長） 

                       １４番 加藤古志郎 

  出席推進委員 １３名 

                平 野 芳 之    小 高  明    森 川 善 仁    関 谷  正 

        富 田 和 男    中 澤 英 夫    深 山 文 雄    風 戸 茂 樹 

  伊 東 忠 司    古 山 光 雄    早 川 昇 一    深 山  理 

  矢 部 友 一 

 

４ 事務局職員   ５名 

   事務局長 髙 山 浩 二    局長補佐 加 藤 栄 一 

   係 長 片 岡 雄 一    主  査 吉 田 茂 則 

   主  事 酒 井 嵩 文 

 

５ 会議に付した議案 

  ・農地法第３条の規定による許可申請について                 ７件 

  ・農地法第４条の規定による許可申請について                 １件 

・農地法第５条の規定による許可申請について                 ８件 

・農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について         ２件 

  ・農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の 

   承認について（利用権設定） 

  ・農業委員会、農業委員及び推進委員の最適化活動の点検・評価並びに実施状 

   況の公表について 

 

６ 報告 

農地法第３条の３の規定による届出について 

   地目変更登記申請に係る照会について 

   農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報告について 

   その他 
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定刻となりましたので、ただ今より茂原市農業委員会第６回総会を開催させてい

ただきます。本総会の出席者は、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定

により、委員の過半数の出席がございますので、本総会が成立したことをご報告い

たします。 

今回の案件につきましては、農地法第３条の規定による許可申請が７件、農地法

第４条の規定による許可申請が１件、農地法第５条の規定による許可申請が８件、

農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請が２件の計１８件、続いて議

案第１９号では農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画の承認について、議案第２０号では農業委員会、農業委員及び推進委員の最

適化活動の点検・評価並びに実施状況の公表についてご審議して頂きまして合計２

０件となります。その後、事務局より報告事項が何点かございます。それでは議事

に入ります。議長は茂原市農業委員会総会会議規則第５条により、会長が総会の議

長となることから、鬼島会長に議長をお願いいたします。それでは鬼島会長お願い

いたします。 

 

ただ今より第６回総会を始めさせていただきます。議事に入る前に本日の議事録署

名人について、私の方から指名させていただいてよろしいでしょうか。（異議なしの

声）本日の議事録署名人は１４番加藤委員と１番齋藤委員にお願いしたいと思いま

す。なお、議案の説明及び書記は事務局にお願いします。 

それでは、農地法第３条の規定による許可申請について、１号議案から７号議案の

説明を事務局よりお願いします。 

 

 農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

はじめに、令和５年４月１日より３条申請における下限面積要件が撤廃されたこ

とにより、家庭菜園的な申請が多くなることが予想されますが、取得した土地につ

いては、農地法による制限が加わりますので、地元の委員さんなど引き続き、ご指

導のほど、よろしくお願いします。 

なお、１号議案、２号及び３号議案、６号議案につきまして、備考欄に新規就農

と記入いたしましたが、新規でありますが、新規就農という言葉はふさわしくない

ので、次回から記入しないこととします。 

それでは、１号議案です。申請地は下永吉字西片前地先、田１３７㎡を売買しよ

うとする申請です。買受人は白子町の★★さん、売渡人は下永吉の★★さんです。 

申請理由としまして、申請地北側に余暇のためのセカンドハウスがあり、今回そ

の隣接地が買えることとなったため、購入してジャガイモ、サトイモ、落花生、ふ

き、トマトを作付けしたいとのことです。営農計画として、買い受ける農地にて野

菜などを栽培し、全て自家消費します。それに対する生産経費として、１万円を見

込む計画となっております。こちらは苗代や肥料代に使うとのことです。 

次に３条許可基準ですが、全部効率利用要件について、現在買受人が耕作に供すべ

き市内の農地はありません。主な機械の保有については、耕運機、軽トラックを所有

しています。労働力については、世帯員２名で従事します。技術については、家庭菜

園的なものは、すでに経験しているとのことです。農作業常時従事要件については、

従事日数１５０日以上となっております。周辺地域との関係については、農薬の使用

方法など地域のルールに従うとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

続きまして２号及び３号議案です。申請地は猿袋字西之角地先外１筆、田１０９２

㎡を売買しようとする申請です。買受人は東郷の★★さん、売渡人は猿袋の★★さ

んと千葉市の★★さんです。申請理由としまして、一宮川改修工事で亡き親の土地

が収用になり、そこの庭に植えてあった樹木の移植場所を探していたところ、経営

している会社の事務所の隣接が買えることになったため、購入して一部に樹木を移
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植し、残った場所を畑としたいとのことです。営農計画として、買い受ける農地に

て一部は樹木を移植し、残った場所になすを栽培し、全て自家消費します。それに

対する生産経費として、苗、肥料代として１万円を見込む計画となっております。 

次に３条許可基準ですが、全部効率利用要件について、現在買受人が耕作に供す

べき市内の農地はありません。主な機械の保有については、耕運機を購入する計画

です。労働力については、１名で従事します。技術については、インターネット等

の情報を活用して営農したいとのことです。周辺地域との関係については、周辺の

農地等に影響の出ないよう農薬の使用方法等地域の防除基準に従うとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 
続きまして４号議案です。申請地は立木字堰之下地先、田９２０㎡を売買しようと

する申請です。買受人は猿袋の★★さん、売渡人は立木の★★さんです。申請理由は、

農業経営の規模拡大のためとのことです。買い受ける農地にて水稲の作付けを計画し

ています。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件について、現在買受人が耕作に供す

べき農地のうち、農地法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な

機械の保有については、耕運機他、バックホウ等建設機械を所有しています。労働力、

技術については、世帯員２名で従事しております。農作業常時従事要件については、

従事日数１５０日以上となっております。周辺地域との関係については、近隣の農地

へ迷惑のかからないよう水路や農道等の清掃には参加したいとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

続きまして５号議案です。申請地は国府関字天王地先、畑６００㎡を売買しようと

する申請です。買受人は下永吉の★★さん、売渡人は国府関の★★さんです。申請理

由は、申請地は耕作地に隣接しており、農業経営の規模拡大のため取得したいとのこ

とです。買い受ける農地にて柿及び栗を栽培いたします。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件について、現在買受人が耕作に供す

べき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機械

の保有については、耕運機を所有、トラクターについてはリースにて確保するとのこ

とです。労働力、技術については、世帯員４名で従事しております。農作業常時従事

要件については、従事日数１５０日以上となっております。周辺地域との関係につい

ては、農薬の使用方法など隣接農地の所有者と協議しながら行うとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

続きまして６議案です。申請地は押日字西之谷地先外１筆、田４６９㎡を売買し

ようとする申請です。買受人は千葉市の★★さん、売渡人は上太田の★★さんで

す。申請理由としまして、自宅を茂原市に求めるにあたり、隣接地が農地であるた

め、購入して野菜とレモン、金冠、ブルーベリーを栽培したいとのことです。営農

計画として、買い受ける農地にて野菜などを栽培し、全て自家消費します。それに

対する生産経費として、苗、肥料代として２万円を見込む計画となっております。 

次に３条許可基準ですが、全部効率利用要件について、現在買受人が耕作に供すべ

き市内の農地はありません。主な機械の保有については、耕運機その他農機具を確保

するとのことです。労働力、技術については、世帯員２名で従事します。技術につい

ては、母親の出身が長生村であり、そこの知人である農業経験者に指導を受けながら

栽培するとのことです。農作業常時従事要件については、従事日数１５０日以上とな

っております。周辺地域との関係については、申請地はこまめに草刈りをし、農薬の

使用方法など隣接農地の所有者と協議しながら耕作したいとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

続きまして７号議案です。申請地は黒戸字関向地先、田２２７３㎡の持ち分を贈与

しようとする申請です。譲受人は山武市の★★さん、譲渡人は緑ヶ丘の★★さんと千
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葉市の★★さんです。申請理由は、申請地は３人で相続したが、★★さん一人名義に

したいとのことです。買い受ける農地にて引き続き水稲を作付けいたします。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件について、現在買受人が耕作に供す

べき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機械

の保有については、草刈り機を２台所有しています。労働力、技術については、世帯

員２名で従事しております。農作業常時従事要件については、従事日数１５０日以上

となっております。周辺地域との関係については、農薬の使用方法など近隣に迷惑を

かけないように耕作したいとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

最後に小委員会で質問が出たことについてお答えします。まず一つ目として、下

限面積要件が撤廃され面積の少ない申請が出てくることが予想されるが、農業者年

金に加入できるのかという質問について確認したところ、面積要件がないことから

加入できるとのことです。その他に色々と要件がありますので、そちらの方をクリ

アしなければ加入できませんが、農業者年金の加入にあたり面積要件はないそうで

す。次に面積的に農業センサスに反映するのかという質問ですが、調査対象が５ア

ール以上となっていることや前回の調査対象が基礎となることから反映されない可

能性が高いということを担当者が言っておりました。前回は令和２年２月に実施

し、次回は令和７年２月に調査が行われるものと思われますが、過少面積だと反映

されないのではないかという話でございました。３条については以上です。 

 

 小委員会からの報告をお願いします。 

 

小委員会の審議結果を報告いたします。１号議案ですが、自分のセカンドハウス

の隣を購入して自給自足で野菜を育てたいということですので、許可という結論に

至っております。続いて２号議案及び３号議案、一宮川の改修工事に伴い土地を探

していたところ、自分の会社の事務所の脇が購入できることになり、植木の移植と

残った場所に野菜を作るということですので許可となりました。続いて４号議案、

売渡人の★★さんは耕作できない状況のため売りたい、買受人の★★さんは耕作す

るということで、すでに植付けしておりましたので許可となりました。続いて５号

議案、細い道路で中々現地に入っていけませんでしたが、草刈りをして耕作できる

状況になっており許可となりました。続いて６号議案、地目が田となっております

が、高台の場所であり、自家栽培したいということで許可となりました。続いて７

号議案、持分が３人になっていたものを１人にするということで許可となりまし

た。小委員会の審議結果は以上です。 

 

 現地調査しております。★★委員いかがでしょうか。 

 

 茂原にセカンドハウスを購入して、その隣接で家庭菜園的に農地を保全するとい

うことで特に問題ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 それこそ家庭菜園ということでありますが、野菜を作って荒らさないでやってい

ただければ問題ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

現場は狭い所ですが、引き続き管理していってもらえれば、許可でよろしいと思

います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。１号議案ですが、小委員会及び意



 5 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

★★委員 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

★★委員 

 

事務局 

 

見のとおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは１号議

案は許可ということで決定いたします。続きまして２号議案と３号議案です。現地

調査しております。★★委員いかがでしょうか。 

 

県事業に伴う土地の購入で現地も綺麗にしておりますので、許可でよろしいと思

います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

代替地ということで問題ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 すでに植木を植えてある状況で畑も少しやりたいということですので、許可でよ

ろしいと思います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。２号議案と３号議案ですが、小委

員会及び意見のとおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それ

では２号議案と３号議案は許可ということで決定いたします。続きまして４号議案

です。現地調査しております。★★委員いかがでしょうか。 

 

 田に稲も植えてありましたし、そのまま買われた方が耕作を続けられるというこ

となので、許可でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 それこそ田に植付けしてありますし、★★さんがやっていただけるということで

問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

これは２枚あった田を１枚にしております。買受人は耕作しておらず、近所の方

が作っている状況です。１枚にした脇の田も去年か何か３条で出ましたが、又貸し

みたいな形になっております。 

 

事務局、これどうですか。 

 

経営主と考えれば、その下職をやってもらうという形態もあり得ると思います。

荒らさなければとか隣に迷惑かけるとかしなければ、問題ないと思っております。 

 

買受人は耕作してないんですよ。 

 

今節、似たようなケースは結構あるんですよね。担い手不足等々の問題もあるか

と思いますけれども。今までも本件と同じようなケースで許可してきております。 

 

 この場所を荒らしたら次からないと言えると思うんですけど、今は綺麗に植わっ

てますので、なかなか駄目と言えないと思います。 

 

 本人がやっていればいいけど。 

 

 そういう経営形態もあると思っています。荒らした時には本人に次からないと言

えると思っているんですけど。 
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 又貸しでも構わないということですか。 

 

 労働力を借りているということですよね。 

 

 それで良ければいいのですけど。 

 

 なかなか駄目だとは言えないと思っています。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

先程、会長がおっしゃったことは結構あります。私の近所でも何件か出て、買い

取った地主が全ての経費として肥料代、土地改良や用水関係を払うことになってお

り、地代については貰っておりません。最終的には、きちんと耕作されているかど

うか見ていく必要があり、耕作されてなかったら指導はできます。今回は認めざる

を得ないと思っております。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

 ★★委員が言われるのも、ご最もだと思いますが、現場を継続して見ていくとい

う条件のもと、やむを得ないと思います。許可でよろしいかと思います。 

 

本件に関しまして、複数の方々からやむを得ないとのご意見がございました。他

にご意見はございますか。よろしいですか。４号議案ですが、小委員会及び意見の

とおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは４号議案は

許可ということで決定いたします。続きまして５号議案です。★★委員いかがでし

ょうか。 

 

ここは土地改良区内の畑換地の場所です。すぐに畑として家庭菜園的にできる場

所なので問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

ここは道が細くて中々近寄りがたいところですけども、現場は確認しておりま

す。綺麗に草も刈られており、柿や栗ということであれば十分いけると思いますの

で、許可でよろしいと思います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。５号議案ですが、小委員会及び意

見のとおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは５号議

案は許可ということで決定いたします。続きまして６号議案です。★★委員いかが

でしょうか。 

 

 千葉市の方で茂原に新居を構えて、その隣で畑として利用していくということで

あり、現地を見た限り特に問題なく許可でよろしいと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

この場所は業者を頼んで草刈りをやっており、畑として使うということであれ

ば、問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 
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★★委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

第二 

小委員長 

 

会長 

 

★★委員 

地目は田ですけども、畑として使うということで家庭菜園的に野菜を作り、果樹

を植えるということであれば、許可でよろしいと思います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。６号議案ですが、小委員会及び意

見のとおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは６号議

案は許可ということで決定いたします。続きまして７号議案です。★★委員いかが

でしょうか。 

 

 ３人の女姉妹が所有している土地を★★さんが一括で所有するということです

が、５年位前から３人の身内になる★★さんという方が耕作してくれているので、

許可でよろしいと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

 自分も耕作したことがありますが、今は★★さんがやっております。持分をまと

めるということであれば、問題ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 持分を１人にするということで、耕作についても問題ないと思いますので、許可

でよろしいと思います。 

 

他にご意見はございますか。よろしいですか。７号議案ですが、小委員会及び意

見のとおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは７号議

案は許可ということで決定いたします。今回、家庭菜園的に農地を買い受けようと

する案件が結構出てきておりますけれども、公的な資金を使って新規就農していく

場合は従来どおり本人に総会にお越しいただき意見交換したいと思っております。

続きまして農地法第４条の規定による許可申請について８号議案の説明を事務局よ

りお願いします。 

 

それでは農地法第４条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

８号議案です。申請地は、東郷字富士見地先、畑９９１㎡の内４９６．２㎡で

す。東郷の★★さんが自己所有地を貸駐車場用地とする申請です。申請理由及び土

地選定理由は、自己所有の賃貸アパートの駐車場が満車となり、入居者が駐車場を

希望しているためとのことです。事業計画として、駐車場１５台分とします。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋立ては行わず、砂利敷きし

整地します。排水は雨水自然浸透のみです。確認が必要な隣接農地所有者はおりませ

ん。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。説明は以上です。 

 

 小委員会からの報告をお願いします。 

 

小委員会での審議結果を報告いたします。８号議案、アパートの入居者の駐車場

増加分で、住宅密集地の３種農地ということもあり、許可相当となりました。 

 

現地調査をしております。★★委員いかがでしょうか。 

 

３種農地ということと用途地域ですので、許可相当でよろしいと思います。 
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会長 

 

★★委員 

 

 

会長 
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 ★★委員いかがでしょうか。 

 

用途地域内の３種農地ですので、問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

この周辺は昔から駐車場が不足している地域で問題ないと思います。許可相当で

よろしいと思います。 

 

他にご意見はございますか。よろしいですか。８号議案ですが、小委員会及び意

見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは８

議案は許可相当ということで決定いたします。続きまして農地法第５条の規定によ

る許可申請について９号議案から１６号議案及び農地法第５条の規定による許可後

の計画変更承認申請について１７号議案から１８号議案の説明を事務局よりお願い

します。 

 

農地法第５条の規定による許可申請及び農地法第５条の規定による許可後の計画

変更承認申請についてご説明します。 

はじめに９号議案です。申請地は、法目字吾妻崎地先、田１７２㎡です。千代田町

の★★さんが、東京都の★★さんから土地を買い受けて、建売分譲用地とする申請で

す。申請理由及び土地選定理由は、駅が近く、土地代、日当たり等納得できるもので

あったためとのことです。事業計画として、建築面積５３．８２㎡の住宅１棟を建築

します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農用地区域内農地、第３種農

地、第２種農地の（ａ）のいずれにも該当せず、特定土地改良事業等の施行区域内に

ある農地にも該当しませんが、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区

域内にある農地に該当することから、第１種農地と考えられます。第１種農地と判断

される場合は、原則として許可をすることが出来ない農地とされておりますが、住宅

その他周辺地域居住者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置さ

れるものであることから農地法施行規則第３３条第４号の規定に該当し、例外的に許

可できると判断されます。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋立ては行わず、整地のみで

す。排水は合併浄化槽処理後、蒸発拡散装置を使用します。★★については、除籍さ

れているとのことです。確認が必要な隣接農地所有者は１名おり、確認を得ておりま

す。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして１０号議案です。申請地は、茂原西地先、畑２０３㎡です。町保の★★

さんが、埼玉県の★★さんから土地を買い受けて、宅地分譲用地とする申請です。申

請理由及び土地選定理由は、区画整理事業済みの土地であり、住環境が良好な場所で

あるためとのことです。事業計画として、宅地１区画を造成します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋立ては行わず整地のみです。

排水は雨水自然浸透のみです。確認が必要な隣接農地所有者は１名おり、確認を得て

おります。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして１１号議案です。申請地は、早野新田字吉野地先外１筆、田３８３㎡、

畑１８５㎡、合計５６８㎡です。早野新田の★★さんが、早野新田の★★さんから土

地を買い受けて、貸家住宅用地とする申請です。申請理由及び土地選定理由は市街地

に隣接しており、交通の便が良く、近隣に商業施設も増え、アパート経営の適地であ

るためとのことです。事業計画として、建築面積６２．９４㎡の住宅２棟を建築しま

す。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋立ては行わず整地のみです。

排水は合併浄化槽処理後、道路側溝へ放流します。確認が必要な隣接農地所有者はお

りません。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして１２号議案です。申請地は、東茂原字長者ケ台地先外１筆、畑７１５７

㎡と農地以外５２７８．３１㎡、合計１２４３５．３１㎡です。早野の★★さんが、

東茂原の★★さんから土地を買い受けて、貸店舗用地とする申請です。申請理由及び

土地選定理由は、店舗出店要素を満たした規模、立地であるためとのことです。事業

計画として、店舗３棟と駐車場１９８台を予定しております。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

は市都市計画課に宅地開発事業事前協議申出書、市土木管理課に道路工事施行承認申

請書及び道路占用許可申請書が提出されております。周辺農地の営農条件への支障に

ついて、埋立ては場内で発生した土砂にて処理するとのことです。排水は公共下水道

に接続します。確認が必要な隣接農地所有者は１名おり、確認を得ております。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして１３号議案です。申請地は、大芝一丁目地先、畑２７５㎡です。下永吉

の★★さんが、茂原の★★さんから土地を買い受けて、専用住宅用地とする申請です。

申請理由は今後家族が増えることを考え、現在の賃貸アパートでは手狭なため、土地

選定理由は、生活立地及び日当たりが良く、予算と合う土地であるためとのことです。

事業計画として、建築面積６１．５㎡の住宅１棟を建築します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋立ては行いません。排水は

公共下水道に接続します。確認が必要な隣接農地所有者は２名おり、確認を得ており

ます。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして１４号並びに計画変更承認申請の１７号議案です。併せてご説明いたし

ます。申請地は、道表地先、畑３３２㎡です。東京都の★★さんが、東部台の★★さ

んから土地を買い受けて、建売分譲用地とする申請です。申請地は、昭和５３年９月

２０日付け、専用住宅用地で農地法第５条の規定による許可を受けましたが、転用目

的実現ができなくなったため、計画を変更するものです。申請理由及び土地選定理由

は、駅までの距離が近く利便性が良いためとのことです。事業計画として、建築面積

５５．４８㎡及び５７．９６㎡の住宅２棟を建築します。 
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会長 
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小委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋立ては行わず整地のみです。

排水は合併浄化槽処理後、道路側溝へ放流します。確認が必要な隣接農地所有者はお

りません。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして１５号並びに計画変更承認申請の１８号議案です。併せてご説明いたし

ます。申請地は、東郷字八幡前地先外１筆、畑２７３㎡と農地以外１５６㎡、合計４

２９㎡です。千葉市の★★さんが、大網白里市の★★さんから土地を買い受けて、宅

地分譲用地とする申請です。申請地は、平成２４年１２月１７日付け、専用住宅用地

で農地法第５条の規定による許可を受けましたが、転用目的実現ができなくなったた

め、計画を変更するものです。申請理由及び土地選定理由は、閑静な住宅街で道路ア

クセスが良く、需要が見込めるためとのことです。事業計画として、宅地１区画を造

成します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋立ては行いません。排水は

雨水道路側溝のみです。確認が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

  

続きまして１６号議案です。申請地は、小林字芝地先、畑５０９㎡です。長尾の★

★さんが、東京都の★★さん外２人から土地を買い受けて、宅地分譲用地とする申請

です。申請理由及び土地選定理由は、用途地域内にあり住環境が良好な場所であるた

めとのことです。事業計画として、宅地１区画を造成します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

は市土木管理課に道路工事施行承認申請書が提出されております。周辺農地の営農条

件への支障について、埋立ては行わず整地のみです。排水は雨水自然浸透のみです。

確認が必要な隣接農地所有者は２名おり、確認を得ております。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。説明は以上です。 

 

小委員会からの報告をお願いします。 

 

小委員会での審議結果を報告いたします。９号議案ですが、１種農地の例外規定

にあたり、周りも住宅地となっておりますので、許可相当となりました。続きまし

て１０号議案、こちらは住宅建設を目的とした造成地、区画整理地内の土地ですの

で、許可相当となりました。続きまして１１号議案、周りが住宅地となっており、

３種農地ということで許可相当となりました。続きまして１２号議案、大規模な開

発地の中にある農地ですが、用途地域内ということで許可相当となりました。続き

まして１３号議案、住宅建設を目的とした造成地ですので、許可相当となりまし

た。続きまして１４号議案及び１７号議案、こちらも住宅建設を目的とした造成地

ですので、許可相当となりました。続きまして１５号議案及び１８号議案、周りが

住宅地となっておりますので、許可相当となりました。続きまして１６号議案、こ

ちらも周りが住宅地となっており、３種農地ということで許可相当となりました。

以上です。 
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会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

 

 

 現地調査をしております。★★委員いかがでしょうか。 

 

場所的には低くて雨が降ると水が溜まるような所があるんですけど、北側に調整

池ができて水はけも改善されるのではないかと思います。１種農地の例外規定にあ

たり、許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 現場を見に行き、水が溜まっておりましたが、周りが住宅地ですので、特に問題

ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 水はけは確かに悪いんですけど、１種農地の例外規定にあたり、周りも住宅で、

この場所も住宅と住宅の間ですので、許可相当でよろしいと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

 この場所は住宅地の一角で、以前、地目変更登記申請があり、草刈りをすれば農

地として使えるということで農地回答したんですけど、特に問題ありませんので、

許可相当でよろしいと思います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。９号議案ですが、小委員会及び意

見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは９

議案は許可相当ということで決定いたします。続きまして１０号議案です。★★委

員いかがでしょうか。 

 

 区画整理地内ということで問題ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 用途地域の３種農地ですので、許可相当でよろしいと思います。 

 

 他にご意見ございますか。★★委員どうぞ。 

 

 内容については全然異議はございません。確認したいのは、よく雨水自然浸透と

資料に書いてありますけれども、こういう用途地域の場合、芝地とかで作ってくれ

ればいいんですが、大概の場合、タイルだったり、舗装したりという状況になって

おります。自然浸透であっても浸透桝を設置することになっているのか計画的にど

うなっていますか。 

 

本件に関して、雨水について枡等を設置することになっておりません。汚水につ

いては下水道に接続することになっております。 

 

よく自然浸透とありますが、利便性を考えると、みんな舗装してしまう。そうす

ると浸透桝がないと自然浸透は有り得ないと疑問に思ったので、質問させていただ

きました。例えば道路側溝に接続ということならば、わかりますけど。 

 

本件に限らず、私の住んでいる周りでも、この頃、庭を舗装していますが、維持

管理上、致し方ないことと思います。他にご意見はございますか。よろしいです

か。１０号議案ですが、小委員会及び意見のとおり許可相当ということでよろしい
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★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

でしょうか。（異議なしの声）それでは１０号議案は許可相当ということで決定いた

します。続きまして１１号議案です。現地調査をしております。★★委員いかがで

しょうか。 

 

 野菜を少々作っているみたいですけども、用途地域、３種農地ですので、許可相

当でよろしいと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

住宅地の中の農地で、用途地域でもありますので、問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

３種農地の用途地域ということで問題ないと思いますので、許可相当でよろしい

と思います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。１１号議案ですが、小委員会及び

意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは

１１号議案は許可相当ということで決定いたします。続きまして１２号議案です。

現地調査をしております。★★委員いかがでしょうか。 

 

 ここはかなり広い面積ですが、用途地域でありますし、隣接農地所有者１名から

了解を得ているということですので、許可相当でよろしいと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

周辺が住宅地、また商業施設とか、工場用地ということで、用途地域の３種農地

ですから、問題ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

昔から★★の造園で使っていた所ですけれども、ずっと使わないで、もったいな

いなと思っており、やっと動き出したみたいで、特に問題なく許可相当でよろしい

と思います。 

 

 今回これ３０００㎡超えるのかな。 

 

超えます。 

 

大芝の区画整理地内にある★★が今回の申請地の方に移ってくるという案件でご

ざいます。他にご意見はございますか。よろしいですか。１２号議案ですが、小委

員会及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）

それでは１２号議案は許可相当ということで決定いたします。続きまして１３号議

案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

 区画整理地内ですから、特に問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

区画整理地内の土地で問題ないと思います。許可相当でよろしいと思います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。１３号議案ですが、小委員会及び
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★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは

１３号議案は許可相当ということで決定いたします。続きまして１４号議案及び１

７号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

 区画整理地内ということで問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

用途地域内の３種農地のため、許可相当でよろしいと思います。 

 

 他にご意見はございますか。よろしいですか。１４号議案及び１７号議案です

が、小委員会及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議な

しの声）それでは１４号議案及び１７号議案は許可相当ということで決定いたしま

す。続きまして１５号議案及び１８号議案です。現地調査をしております。★★委

員いかがでしょうか。 

 

 用途地域内の３種農地ですので、特別問題はないと思います。許可相当でよろし

いと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 用途地域内の３種農地でありますし、周辺がほぼ住宅化されておりますので、問

題はないと思われます。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 住宅地の残っている一画で問題ないと思います。許可相当でよろしいと思いま

す。 

 

他にご意見はございますか。よろしいですか。１５号議案及び１８号議案です

が、小委員会及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議な

しの声）それでは１５号議案及び１８号議案は許可相当ということで決定いたしま

す。続きまして１６号議案です。現地調査をしております。★★委員いかがでしょ

うか。 

 

 現場は防草シートを引いてあり、草刈りしなくていいような状況です。３種農地

ということと用途地域ですので、許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

住宅地内の畑であり、用途地域内の３種農地ということで問題ないと思います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

 用途地域内の３種農地で、すでに周辺も住宅化されていますので、許可相当でよ

ろしいと思います。 

 

他にご意見はございますか。よろしいですか。１６号議案ですが、小委員会及び

意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは

１６号議案は許可相当ということで決定いたします。続きまして１９号議案、農業

経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の承認につい

て（利用権設定）です。事務局より説明をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

議案第１９号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画の承認について（利用権設定）をご説明します。 

（内容等について説明する。） 

 

説明が終わりました。ご意見はございますか。（異議なしの声）それでは１９号議案

については承認とさせていただきます。続きまして２０号議案、農業委員会、農業委

員及び推進委員の最適化活動の点検・評価並びに実施状況の公表についてです。事務

局より説明をお願いします。 

 

議案第２０号農業委員会、農業委員及び推進委員の最適化活動の点検・評価並びに

実施状況の公表についてをご説明します。 

（内容等について説明する。） 

 

説明が終わりました。ご意見はございますか。（異議なしの声）それでは２０号議案

については承認とさせていただきます。以上で議案関係は終わりました。次に報告に

入ります。 

 

次の事案を報告 

・農地法第３条の３の規定による届出について 

  ・地目変更登記申請に係る照会について 

  ・農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報告について 

  ・その他 

 

 以上で本日の総会を終了します。 

 

 


